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Ⅰ 医療提供体制の現状
について
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国 名
人口千人当たり

病床数
病床百床当たり

の医師数
病床百床当たり
の看護職員数

平均在院日数 外来受診率

日 本
１２．８
(2003)

１５．６
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４２．８
(2002)

２８．３
(2003)

１１．６

１３．５

８．３

６．７

１４．５

ド イ ツ ９．１ ３９．６ １０２．２
７．３

(2000)

フランス ８．２
３５．２
(1998)

６９．７
(1997)

６．９

イギリス ４．１ ４３．９ １２９．２
４．９

(2000)

アメリカ ３．６ ７７．８
２３０．０

(1999)
９．０

医療提供体制の各国比較(2001)医療提供体制の各国比較(2001)
○ 人口当たり病床数が多い。

○ 病床当たり医療従事者数は少ない。

○ 平均在院日数が長い。

【我が国の

医療の特徴】

２

(床) (人) (人) (日) (回)

※ 外来受診率：１人の国民が１年間に外来医を受診する平均回数



医療法改正の経緯

終戦後：感染症等の急性期患者が中心の時代。医療へのフリーアクセス確保のため、医療機関、

医療従事者の量的な充実が急務。

１９４８年 医療法制定 医療水準の確保を図るため病院の施設基準等を整備医療水準の確保を図るため病院の施設基準等を整備

高齢化の進展、疾病構造の変化（急性疾患→慢性疾患）。国民の意識の変化高齢化の進展、疾病構造の変化（急性疾患→慢性疾患）。国民の意識の変化

量的整備がほぼ達成→医療機関の地域偏在の解消。医療施設の機能の体系化。量的整備がほぼ達成→医療機関の地域偏在の解消。医療施設の機能の体系化。

医療の高度化・専門化、チーム医療の進展。医療の高度化・専門化、チーム医療の進展。

１９８５年 第一次改正 医療計画の創設

１９９２年 第二次改正 療養型病床群制度導入・特定機能病院制度導入

１９９７年 第三次改正 診療所への療養型病床群導入

２０００年 第四次改正 病床区分見直し（療養病床と一般病床 の区分）・

医療情報提供の推進・臨床研修必修化
３



○ 我が国は、諸外国と比して人口当たり病床数が多いが、医療計
画制度を導入以降、上昇傾向に歯止めがかかっている。

人口当たりの病床数の国際比較
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※ ２０００年までは旧医療法に規定する「その他の病床」であり、２００１・２００２年は「一般病床」、「療養病床」及び「経過
的旧その他の病床（経過的旧療養型病床群を含む。）」を指す。
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平均在院日数の国際比較
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○ 我が国の平均在院日数は、減少傾向にあるが、諸外国と比して
長い。

※ ２０００年までは旧医療法に規定する「その他の病床」であり、２００１・２００２年は「一般病床」、「療養病床」及び「経過
的旧その他の病床（経過的旧療養型病床群を含む。）」を指す。
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Ⅱ 医療機能の分化・連携
について
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第４次医療法改正による病床の機能分化のイメージ

急性期医療

例 肺炎の治療、骨折の
治療、脳梗塞の治療、
悪性腫瘍の手術等

例 糖尿病の治療、在宅医療の
後方支援等

在宅・老健等

一般病床

※ 上記では、一般病床、療養病床以外の病床（精神病床、感染症病床、結核病床）については、簡略化するため省略している。
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一般病床

（例） 糖尿病の治療、
在宅医療の後方支援

病院病床の機能分化（イメージ）病院病床の機能分化（イメージ）病院病床の機能分化（イメージ）

急性期医療
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○ 病院、診療所、薬局、訪
問看護ステーション等の
十分な連携

○ 急性期医療 ～ 医療
従事者による手厚い治
療・サービスの重点・集中
化を通じて、早期退院が
可能になり、平均在院日
数が短縮され、病床数は
必要な数に集約化されて
いく。

○ このほか、一般病床は、
地域のニーズと医療機関
の選択により、難病医療、
緩和ケア、リハビリテー
ション、在宅医療の後方
支援などの特定の機能を
担う。

○ 長期療養が必要な患者に
ついては、良質な療養環
境と社会復帰を目指した
医療を提供

○ かかりつけ医（歯科医、薬
剤師）は、地域の第一線
の機関として普及定着、
訪問看護ステーションの
普及とあわせて在宅医療
が充実
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○ 病床区分の届出結果（平成１５年９月１日）
一般病床 ９２万３千床（７２．７％）
療養病床 ３４万６千床（２７．３％）

合 計 １２６万９千床
（参考） 平成１２年１０月１日 医療施設調査

旧その他病床（療養型病床群を除く） １０２万３千床（８０．９％）
療養型病床群 ２４万１千床（１９．１％）

合 計 １２６万４千床

○ 平成１７年５月末 医療施設動態調査（概数）
一般病床 ９０万７千床（７２．０％）
療養病床 ３５万４千床（２８．０％）

合 計 １２６万１千床

○ 療養病床における介護保険及び医療保険の適用状況
療養病床数 ・・・・・・・・・・・・３７１，２５５床

うち介護保険適用・・・・・・１３６，１７９床（３７％）
医療保険適用・・・・・・２３５，０７６床（６３％）

（平成１５年９月現在 厚生労働省老健局振興課調べ）

一般病床・療養病床の状況について一般病床・療養病床の状況について
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Ⅲ 在宅医療について
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在宅医療費と国民医療費
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在宅医療費が国民医療費に占
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在宅医療費

在宅以外の国民医療費

在宅／国民

　在宅医療費（※）は増加しているものの、国民医療費に占める割合は２％程度となっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）医科診療費の在宅医療費である。

注）国民医療費、社会医療診療行為別調査（いずれも統計情報部）をもとに算出
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在宅医療費が国民医療費に占める割合
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在宅療養指導管理料

訪問診療

往診

　在宅で療養する患者に対する診療としては、「往診」（患家の求めに応じて患家に赴いて診療するもの）のほか、近年、
「訪問診療」（居宅で療養する患者で通院困難な者に対し、その同意を得て計画的な医学的管理の下に、医師等が定期
的に訪問して診療を行うもの）が大きく増加している。また、在宅で療養する患者又はその看護にあたる者に対して、医
師が当該患者の医学管理を十分に行い、在宅療養の方法や注意点等についての指導等を行う「在宅療養指導管理料」
も近年大きく伸びている。

注）国民医療費、社会医療診療行為別調査（いずれも統計情報部）をもとに算出

在宅医療費の推移と内訳
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　平成４年度に創設された訪問看護の事業量は、介護保険分も含め伸びているが、国民医療
費に対する割合は、合計しても０．５％程度にとどまる。

注）国民医療費（統計情報部）、介護保険事業報告をもとに作成

訪問看護の事業量と国民医療費に対する割合の推移
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訪問看護ステーション数の年次推移
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平成５年～１１年（１０月１日）：訪問看護実態調査（統計情報部）
平成１２年～１５年（１０月１日）：介護サービス施設・事業所調査（統計情報部）

平成４年の訪問看護ステーションの制度化以来、訪問看護ステーションの件数は増加してきているが、
介護保険制度が導入された平成１２年以降の伸びは鈍化している。

設置主体別割合
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死亡の場所の推移
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病院・診療所→

←自宅 ①北海道86.6%
②福岡 85.6%
③高知 84.7%
④長崎 84.6%

①和歌山16.8%
②新潟 16.7%
③長野 16.6%
④奈良 16.4%

人口動態統計調査より
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終末期における療養の場所
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なるべく早く今まで通った（又は現在入院中の）医療機関に入院したい

なるべく早く緩和ケア病棟（終末期における症状を和らげることを目的とした病棟）に入院したい

自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい

自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい

自宅で最後まで療養したい

専門的医療機関（がんセンターなど）で積極的に治療を受けたい

老人ホームに入所したい

その他

わからない

無回答

問 ご自身が痛みを伴い治る見込みがなく死期が迫っている場合、療養生活は最期までど
こで送りたいですか。

終末期医療に関する調査等
検討会報告書（Ｈ１６）より

自宅希望→

「できるだけ自宅で療養したい」が６割。
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自宅で最期まで療養することが困難な理由
問 最期までの自宅療養が実現困難であるとお考えになる具体的な理由をいくつでも
お答えください。
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家族の負担、症状急
変時の対応を心配

終末期医療に関する調査等
検討会報告書（Ｈ１６）より

（％）
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地域における高齢者の生活機能の重視

○ 急性期の入院から、回復期（亜急性期）等を経て、在宅（多様な居住の場）での療養に至る患者の流れを
促進

○ 在宅（多様な居住の場）における介護サービスと連携した医療サービスの充実を図ることにより、患者の
生活の質（ＱＯＬ）の向上を図るとともに、入院から在宅への患者の流れを促進し、社会的入院の解消を図る

特定機能病院 一般病院（急性期）特定機能病院 一般病院（急性期）

亜急性期入院ユニット 回復期リハビリテーション病棟亜急性期入院ユニット 回復期リハビリテーション病棟

療養病棟療養病棟
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Ⅳ 特定の地域や診療科
における医師の偏在について

１９



○ 平成１０年に発表された「医師の需給に関する検討
会」報告書によると、遅くとも平成２９年には医師が過
剰になると推計されている。

○ 医師数は毎年４，０００人程度増加しているにもかか
わらず、特定の地域や診療科において医師の不足感
が強い。

例えば、小児科・産科では、
○ 小児科医は地域偏在、女性医師の増加、救急、夜

間・休日診療が問題の背景にある。産科医は産科志
望者の減少や高齢化に伴う実働医師数の将来的な
減少、女性医師の増加が問題の背景にある。

○ いずれも医療機関や医師の統合・集約化などによる
医療の効率化が必要

○ 小児科については、休日・夜間診療の対策が重要
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診療科医師数の年次推移

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

昭
和

51
年 53 55 57 59 61 63

平
成

2年

4 6 8 10 12 14

外科

小児科

産婦人科

麻酔科

放射線科

眼科

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

昭
和

51
年 53 55 57 59 61 63

平
成

2年

4 6 8 10 12 14

医療施設
全体

内科

２１



米国の人口当たり医師数を１とした場合の
日本の医師数

3.4
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0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

脳神経外科 整形外科 外科 胸部外科 内科 全臨床医 産婦人科 小児科 麻酔科 病理医 Family
Medicine

注1 米国データは、2004年6月現在の専門医数（米国では医師の約9割が専門医資格保有）
注2 日本データは、2002年末現在の医師・歯科医師・薬剤師調査に基づく「主たる診療科名」
注3 米国ではInternal Medicine（161,000名）のほかにFamily Medicine（65,000名）がある。これを内
　　　科に含めた場合は、内科の日本の対米国医師比率は0.75となる
注4 米国には、Physician's AssistantやNurse Practitionerといった日本の医師業務の一部を
　　  担っている職種がいることや、診療科の分類が両国で異なることから、単純な比較は困難。
注5　米国では、診療科別のBoard（専門医認定委員会）が中心となって専門医認定の前提となるレジ
　　　 デントプログラムを定めている。各プログラムのレジデント数に制約があるため新規参入医師は
　　　 自由に専攻する診療科を選択することができない。
注6　病理医については、日本病理学会認定病理専門医の数（１９０１人）を用いた。
注7　第２回「医師の需給に関する検討会」の資料を一部改変した。

（呼吸器外科、
心臓血管外科）

公的統計では直接対応す
る診療科名がない。
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Ⅴ 診療報酬体系の見直しに係る
「基本方針」について
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診療報酬体系の見直しに係る「基本方針」
（平成１５年３月閣議決定）

２４

［基本的な考え方］

少子高齢化の進展や疾病構造の変化、医療技術の進歩等を踏まえ、社

会保障として必要かつ十分な医療を確保しつつ、患者の視点から質が高く

最適の医療が効率的に提供されるよう、必要な見直しを進める。

その際、診療報酬体系の評価に係る基準・尺度の明確化を図り、国民に

分かりやすい体系とする。

［基本的な方向］

① 医療技術の適正な評価（ドクターフィー的要素）

② 医療機関のコストや機能等を適切に反映した総合的な評価 （ホス

ピタルフィー的要素）

③ 患者の視点の重視

等の基本的な考え方に立って見直しを進める。



２５

［具体的な方向］

１ 医療技術の適正な評価

(1) 難易度、時間、技術力等を踏まえた評価

出来高払いを基本とし、医療従事者の専門性やチーム医療にも配慮し

つつ、難易度、時間、技術力等を踏まえた評価を進める。そのために必

要な調査・分析を進める。

(2) 栄養・生活指導、重症化予防等の評価

高脂血症、高血圧、糖尿病等の生活習慣病等の重症化予防を重視す

る観点から、栄養・生活指導、重症化予防等の評価を進める。

(3) 医療技術の評価、再評価

医療技術の進歩や治療結果等を踏まえ、新規技術の適切な導入等が

図られるよう、医療技術の評価、再評価を進める。



２６

２ 医療機関のコスト等の適切な反映

入院医療について必要な人員配置を確保しつつ、医療機関の運営や施

設に関するコスト等に関する調査・分析を進め、疾病の特性や重症度、看

護の必要度等を反映した評価を進めるとともに、医療機関等の機能の適正

な評価を進める。

(1) 疾病の特性等に応じた評価

① 急性期入院医療

平成１５年度より特定機能病院について包括評価を実施する。また、

その影響を検証しつつ、出来高払いとの適切な組合せの下に、疾病の

特性及び重症度を反映した包括評価の実施に向けて検討を進める。

② 慢性期入院医療

病態、日常生活動作能力（ＡＤＬ）、看護の必要度等に応じた包括評価

を進めるとともに、介護保険との役割分担の明確化を図る。

③ その他

回復期リハビリテーション、救急医療、小児医療、精神医療、在宅医療、

終末期医療等について、医療の特性、患者の心身の特性、生活の質の

重視等を踏まえた適切な評価を進める。



２７

(2) 医療機関等の機能に応じた評価

① 入院医療

臨床研修機能、専門的機能、地域医療支援機能等の医療機関の機

能及び入院期間等に着目した評価を進める。

② 外来医療

外来医療については、大病院における専門的な診療機能や紹介・

逆紹介機能等を重視した評価を行うとともに、診療所及び中小病院等

における初期診療、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬

剤師の機能、訪問看護、在宅医療等のプライマリケア機能等を重視し

た見直しを進める。

３ 患者の視点の重視

(1) 情報提供の推進

医療機関の施設基準や機能等に関する情報、診療・看護計画等の情

報の提供を進める。

(2) 患者による選択の重視

患者ニーズの多様化や医療技術の高度化を踏まえ、特定療養費制

度の見直しを行う等患者の選択によるサービスの拡充を図る。



２８

４ その他

(1) 歯科診療報酬

口腔機能の維持・増進の観点から、歯科診療所と病院歯科における

機能や連携に応じた評価、う蝕や歯周疾患等の重症化予防、地域医療

との連携を重視した在宅歯科医療等の評価を進める。

(2) 調剤報酬

医薬品の適正使用の観点から、情報提供や患者の服薬管理の適正

な推進等保険薬局の役割を踏まえた評価を進める。

(3) 薬価・医療材料価格制度

薬価算定ルールの見直しについて検討を行う。

画期的新薬について適切な評価を推進するとともに、後発品の使用

促進のための環境整備を図る。

医薬品等に係る保険適用及び負担の在り方について検討を行う。

医療材料価格について、引き続き、内外価格差の是正を進める。

医薬品、医療材料、検査等について、市場実勢価格を踏まえた適正

な評価を進める。
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